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〔
高
額
療
養
費
の
計
算
方
法
〕

① 

月
単
位
で
計
算
し
ま
す
。（
月
を
ま
た
が
っ
た

場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の
月
で
計
算
し
ま
す
）

②
医
療
機
関
ご
と
に
別
計
算
で
す
。

③ 

保
険
診
療
分
の
自
己
負
担
額
が
２
１
，
０
０
０

円
を
超
え
な
い
場
合
は
高
額
療
養
費
の
計
算

対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
計
算
対
象
と
な
っ

た
診
療
分
に
付
随
す
る
調
剤
分
は
合
算
さ
れ

ま
す
。（
入
院
し
た
時
の
食
事
代
な
ど
保
険
が

き
か
な
い
も
の
は
対
象
外
で
す
）

④ 

同
じ
医
療
機
関
で
も
入
院
と
外
来
は
別
計
算

し
ま
す
。

⑤ 

同
じ
医
療
機
関
で
も
医
科
と
歯
科
は
別
計
算

し
ま
す
。

⑥ 

過
去
12
か
月
に
同
じ
世
帯
で
高
額
療
養
費
の

支
給
が
４
回
以
上
と
な
っ
た
場
合
は
４
回
目

か
ら
は
限
度
額
が
低
く
な
り
ま
す
。

※ 

高
額
療
養
費
の
支
払
い
対
象
と
な
っ
た
場
合

に
は
、
診
療
月
の
２
か
月
後
に
市
か
ら
封
書

に
て
通
知
し
ま
す
（
２
か
月
よ
り
遅
れ
る
場

合
も
あ
り
ま
す
）。
申
請
に
は
領
収
証
の
提
示

が
必
要
で
す
の
で
、
領
収
証
は
確
実
に
保
管

し
、
必
要
分
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

入
院
等
で
あ
ら
か
じ
め
高
額
な
医
療
費
が
見

込
ま
れ
て
い
る
場
合
は
限
度
額
認
定
証
の
事

前
申
請
を
お
勧
め
し
ま
す
。
詳
細
は
保
険
年

金
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
病
院
の
窓
口
で
支
払
っ
た
保
険
診
療
分
の
自
己
負
担
額
が
一
か
月
で
高
額
に
な
っ
た
場

合
、
申
請
に
よ
り
限
度
額
を
超
え
た
分
を
高
額
療
養
費
と
し
て
払
い
戻
し
ま
す
。

 　

健
康
管
理
の
た
め
に
、
自
分
の
健
診
結

果
を
確
認
し
、
身
体
の
状
態
に
気
づ
い
て

も
ら
え
る
よ
う
に
、
受
診
者
の
み
な
さ
ん

に
個
別
で
説
明
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

健
診
結
果
は
、
食
べ

た
り
飲
ん
だ
り
し
た
こ

と
、
体
の
動
か
し
方
な

ど
が
血
液
検
査
に
表
れ

ま
す
。

　

昨
年
度
は
、
「
治
療

が
必
要
で
あ
る
が
治
療

し
て
い
な
い
人
」、「
病

気
治
療
中
で
あ
る
が
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
が
十
分
で

な
い
人
」
な
ど
が
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
。

　

自
覚
症
状
の
な
い
『
生
活
習
慣
病
』
は
、

知
ら
な
い
う
ち
に
病
気
に
な
っ
た
り
、
症

状
が
進
ん
だ
り
し
ま
す
。「
治
療
中
だ
か
ら
、

健
診
は
受
け
な
く
て
も
よ
い
」
と
言
わ
れ

ま
す
が
、
右
図
の
よ
う
な
発
見
も
あ
り
ま

す
の
で
、
健
診
を
受
け
て
健
康
管
理
に
活

用
し
ま
し
ょ
う
。
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自分の健康は
自分で管理できるように

「健診を活用しよう」

健診結果でわかる
自分の健康状態

今年は、健診を受診された
方一人ずつに結果の説明
を行っています。

平成２４年度特定保健指導
を受けられた

井手　甲
かつ

詔
のり

さん（多久町）

　毎日 １ 〜 ２ 時間歩くよ
うにし、ご飯を量って食
べるようにしました。

体重：２.８kg 減
腹囲： ４ ㎝減

生活習慣の改善を目
指して取り組まれ、
変わったことは？

質問

声
住民さんの

vol.47

　

年
齢
に
よ
り
限
度
額
が
異
な
り
ま
す
。

　

今
月
は
7０
歳
未
満
の
人
に
つ
い
て
お
知

ら
せ
し
ま
す
（
7０
歳
以
上
の
人
の
限
度
額

は
来
月
号
に
掲
載
予
定
で
す
）。

７０歳未満の自己負担限度額表

区分 １ ～ ３ 回目までの自己負担限度額 ４ 回目以降

上位所得世帯 １５０，０００円

８３，４００円基礎控除後の年間所得
金額が６００万円超

総医療費が5００，０００円を超えた時は
超えた分の 1 ％を加算します。

一般

８０，１００円

４４，４００円総医療費が2６7，０００円を超えた時は
超えた分の 1 ％を加算します。

住民税非課税世帯 ３５，４００円 ２４，６００円

平成２４年度の健診の結果、治療中の人で新たな病
気等が見つかった人の数

高血圧や脂質
異常症で治療
している６7８人

糖尿病や脂質
異常症で治療
している22６人

糖尿病や高血
圧で治療して
いる６21人

↓ ↓ ↓

　そのうち、
糖尿病の治療
が必要な方が
３４人見つかり
ました。

　そのうち、
高血圧の治療
が必要な方が
４８人見つかり
ました。

　そのうち、
脂質異常症の
治療が必要な
方 が１６１人 見
つかりました。


